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１ 津久井やまゆり園の再生について 

 

(1) 指定管理について 

ア これまでの経過 

(ｱ) 現在の指定期間 

平成 27年４月１日から令和７年３月 31日まで 

(ｲ) 津久井やまゆり園再生基本構想 

・ 千木良地域及び芹が谷地域の施設は県立施設とし、運営につい

ては、引き続き指定管理とする。 

・ 利用者の安定的な生活を支援するとともに、意思決定支援にお

ける偏りのない選択を担保するため、現在の指定管理期間である

令和６年度までの間は、芹が谷地域の施設についても、現指定管

理者である社会福祉法人かながわ共同会を指定管理者とする方向

で調整する。 

(ｳ) 方針の見直し 

・ 千木良地域及び芹が谷地域の施設、いずれの施設についても、

指定管理者を公募で選定する方針に変更する。 

イ 基本協定書に基づく協議 

令和６年度まで継続している、元の津久井やまゆり園の指定期間の

短縮について、「津久井やまゆり園の指定管理に関する基本協定書」に

基づく協議を行うため、かながわ共同会と話し合いをしている。 

 ウ かながわ共同会からの質問書（参考１） 

(ｱ) 日付 

・ 令和元年12月27日（金）付け 

（県は、令和２年１月６日（月）付け収受） 

(ｲ)  内容 

・ 「令和元年12月５日の知事のご発言について」として、事実関係

や政策判断した理由等に係る９項目の質問書 

 

(2) 方針の見直しに関する利用者等との対話の状況について 

ア 利用者・ご家族との個別の対話について 

日時 場所 出席者 

令和元年12月21日（土） 

13:00～14:00 

津久井やまゆり園 

芹が谷園舎 

利用者・ご家族：２組 

県：知事、障害サービス課長及び課員 

園：園長、支援部長及び職員 
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【主な内容】 

（ご家族） 

・ もう少し前から、こういう機会を設けて、いろいろ話したかった。 

・ 本人が病気になった時、職員に良くしてもらって、本当に感謝し

ている。 

   ・ 事件前の暮らしを取り戻してほしい。 

   ・ 職員と一緒にいつも散歩していた。 

（知事） 

・ 不安にならないよう全力で頑張っていく。 

  ・ 満足されている部分を、しっかり続けられるように努力する。 

   ・ 散歩に出かけていないというのは、決して全体の話だとは思って

いない。誤解されるような表現だったのであれば、お詫びしたい。 

イ 職員との対話について 

日時 場所 出席者 主な内容 

令和元年12月26日（木） 

16:20～17:40 

津久井やまゆり園 

芹が谷園舎 

園：園長、支援部長、職

員15名 

県：知事、障害サービス

課長及び課員 

知事あいさつ 

意見交換 等 

【主な内容】 

   （職員） 

・ 津久井やまゆり園を退所した方だけを見て判断したのは残念だ。

津久井やまゆり園にも感動的なシーンはある。 

・ 裁判が始まったら、良くない情報がどんどん入ってくると何度

も言っていたが、私たちはその中身を知りたい。今までの自分た

ちの支援が間違っていたのなら早く教えて欲しい。 

・ 意思決定支援について、先が分からない中で、支援を進めるの

は難しい。 

・ 知事の発言を受けて、職員全員が不安に思いながら支援している。 

（知事） 

 ・ 職員の皆さんの頑張りは良く分かっている。 

・ 私の耳に届いている悪い情報というのがある。 

    ・ このまま方針を切り替えないで、かながわ共同会が継続して指

定管理を続けることに対して、大変な批判が上がってくる。 

    ・ 法人と職員は違う。法人が公募によって変わっても、職員本人

の意向があれば、新たな法人との話で、働き続けることができた

ということが、今までにあった。不安に思わないで欲しい。 
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ウ 県からご家族への手紙（参考２） 

(ｱ) 日付 

・ 令和元年12月26日（木）付け 

(ｲ)  内容 

・ 知事との面会の希望の有無、知事の方針変更への意見の受付等 

 

(3) 検証の場 

   令和２年１月中の検証の開始に向け、人選を含め調整中 
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令和元年12月27日

神奈川県知事
黒 岩 祐 治 様

社会福祉法人かなが
理事長 草 光 純

令和元年12月5日の知事のご発言について

貴職は、 令和元年12月5日の神奈川県議会本会議において、 当法人の支援が不適
切であったことなどを理由として、津久井やまゆり園の2つの新施設の指定管理者を
公募で選定する方針に変更し、 当法人に指定管理期間の短縮の協議を申し入れる旨、
発言されました。 さらに、貴職は、 「 津久井やまゆり園事件の裁判が始まると、 津久
井やまゆり園の良くない情報が次々と出てくる。」と繰り返し発言されています。

当法人としては、何ら事前の調整がないまま、また、何ら具体的な事実を示すこと
なく従来の方針を変更し、指定管理者を公募とすることの政策決定をしたことは誠に
遺憾であり、このままの状況では協議に応諾することはできないと考えております。

さらに、 今回の貴職の一連の発言は、 津久井やまゆり園のご利用者や県民に対し、
当法人があたかも人権を尊重せず、利用者中心の支援を行っていないかのような誤解
を与えるものです。

つきましては、県との協議を始めるにあたり、当法人として貴職の発言内容につい
ての事実関係や貴職が政策判断した理由等について確認したい所存ですので、別紙

「質間書」記載の各質間事項に対し、令和2年1月21日までにご回答いただけます
ようお願い申し上げます。

r

ノ
ー3゚

|

0
 

膨
652

長

ぃ

、
局

叫

は
務

当
事
話

担
人
電

務
法

事
r

\

 

- 4 -

34583846
テキストボックス
  参考１



- 5 -



- 6 -



謹啓 歳晩の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 ご家族の皆様におかれましては、今回の指定管理に関する方針変更により、ご心配

をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。 

 また、過日、12月家族会「食の祭典」の後、県からの説明のお時間をいただき、感謝

申し上げます。 

説明会の中で、ご家族から直接話す機会を設けてほしい、というご意見を賜りまし

たので、知事がお話を伺う機会を設けさせていただきたいと考えております。 

つきましては、ご希望される方は、別紙にご記入の上、ご返信くださいますようお願

い申し上げます。 

併せて、ご意見等につきましても、別紙にて忌憚なくお寄せください。いただいたご

意見等につきましては、当方で責任をもって取り扱わせていただきます。 

県としては、一日も早く仮居住先での生活を解消できるよう、全力で津久井やまゆ

り園の再生に取り組む所存です。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

今年も押し迫り、皆様には諸事ご多用のことと存じます。くれぐれもご自愛の上、お

過ごしください。 

謹白 

令和元年12月 

●● ●●● 様

神奈川県福祉子どもみらい局長 

香川 智佳子 

問合せ先 

津久井やまゆり園再生グループ 後藤、鈴木 

電 話 045-285-0738（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051

E-mail saiseig.n7tg@pref.kanagawa.jp
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（別紙） 

お名前（任意です）  

ご連絡先（任意です）  

 

＜ご希望（知事との話）の有無、ご意見等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴重なご意見、どうもありがとうございました！ 

 

※ ご記入いただいた内容等につきましては、関係法令等に基づき、厳重に管理いたします。 

 

【ご返送先】 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 

神奈川県 障害サービス課 津久井やまゆり園再生グループ 宛 

（同封した返信用封筒をご利用ください） 
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